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        はじめに 

 

学校給食における食物アレルギー対応の基本的な考え方は、すべての子ど

もたちが給食時間を安全に、かつ楽しんで過ごせるようにすることです。そ

のためにも安全性を最優先し、栄養教諭・学校栄養補助員や養護教諭、食物

アレルギーの児童生徒等を受け持つ担任だけでなく、校長等の管理職をはじ

めとしたすべての教職員、調理員、学校給食センター関係職員、医療関係者

等が相互に連携し、共通認識を強く持って組織的に対応することが不可欠です。 

本マニュアルは、学校給食における食物アレルギー対応の基本的な考え方

や、留意すべき事項等を具体的に示し、各学校、園や学校給食センターにお

ける食物アレルギー事故防止の取組を進めることを目的として作成するもの

です。各学校、園、学校給食センターの必要に応じて、本マニュアルを活用

し、より一層安全・安心かつ適切な食物アレルギー対応の実現に取り組んで

いただくようお願いします。 

 

平成２９年１２月 津市教育委員会 

             

★「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」・・・ガイドライン 

  平成 20 年 3 月 公益財団法人 日本学校保健会発行 

★「学校給食における食物アレルギー対応指針」・・・・・・・・対応指針 

  平成 27 年 3 月 文部科学省発行 

★「学校におけるアレルギー疾患対応の手引」 ・・・・・・・・手引 

  平成 28 年 2 月 三重県教育委員会発行 

★「【三重県版】学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」・・・管理指導表 

表記方法 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本マニュアルを活用するのは、どんなとき？  

＜例＞ 

◇次年度入学する児童生徒等の対応はどうしたらよいか？⇒(Ｐ.9・P.11) 

◇食物アレルギー対応委員会で何を決めるのか？⇒(Ｐ.9～10) 

◇保護者との面談では何を確認するのか？⇒(Ｐ.9・P.６９～７０) 

◇教室での対応はどんなことに気をつけたらよいか？⇒(Ｐ.３５～３６) 

◇重度のアレルギー児童について、代替食を提供しなければならないか？                        

⇒(Ｐ.２５) 

◇緊急時(アナフィラキシー発症時)の対応について、どんなときにエピペン

を打つのか？⇒(Ｐ.４１・P.４８～５０) 

津市において、これまでアレルギー対応の内容や書類の様式等につい

ては、各施設によって異なるため、日々対応食を作る調理員は異動の際

に戸惑ったり、新規採用の調理員は慣れるまでに不安を感じたりして、

「対応が多くて負担である。」「書類の様式など、統一してほしい。」など

の声が聞かれました。 

また、教室での対応についてのルールが決められていない学校、園が

あったり、担任が食物アレルギーについて理解していなかったりする場

合などがあり、事故やヒヤリハット事例が毎年報告されています。 

事故を防止するためには、津市の基本方針(Ｐ.21)をもとに、各学校、

園の食物アレルギー対応委員会で対応内容等を検討し、一人一人が、ア

レルギー対応を安全に実施できるようにすることが重要です。 

全ての教職員が、どんなときに、どのような対応をすればよいか、理

解し実践できるよう本マニュアルを作成しました。 

 なぜ食物アレルギー対応マニュアルが必要なの？ 

 POINT 

「津市学校給食における食物アレルギー対応マニュアル」の活用に向けて  
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第１章  食物アレルギーの基礎知識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちの体には、有害な細菌やウイルスなどの病原体から体を守る

「免疫」という働きがあります。食物アレルギーは、この「免疫」が

本来無害なはずの食べ物に対して過敏に反応し、有害な症状が起きる

状態のことをいいます。 

食物は、本来私たちの健康を維持し、成長するために必要なもので

すが、人によっては、その食物を異物と判断し、原因食物が体内に侵

入すると、IgE(アイ・ジー・イー)抗体※を仲介してマスト細胞からヒ

スタミンなどの化学伝達物質が放出され、それによってじんま疹やか

ゆみ、くしゃみや鼻水などを生じる、いわゆる「アレルギー反応」を

起こしてしまいます。 

食物アレルギーは、食物を食べた時だけでなく、食物を触ったり、

吸い込んだりした時にも起こります。 

※IgE 抗体とは、アレルギー反応に関係する抗体で、有害な細菌やウ

イルスなどの病原体から、体を守る免疫の働きにより作られます。 

                          

食物アレルギーはどのような仕組みで発症するのですか？ 

○食物アレルギーとは、食べたり、触ったり、吸い込んだりした食物に

対して、体を守るはずの免疫のシステムが過剰に反応して起きる有害

な症状をいいます。 

○食物アレルギーには、年齢によって起こりやすい特徴的なタイプがあ

ります。 

○最近の調査では、食物アレルギーの有病率は増加傾向にあります。 

○鶏卵、牛乳、小麦は食物アレルギーを起こしやすい食物ですが、他に

も様々な食物でアレルギーを起こします。 

 

１ 食物アレルギーとは 
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食中毒 

例)細菌やウイルスなどの病原体で汚染された食品やフグやキ

ノコなどの自然毒を摂取した場合、複数の人に同時に発症する

ことが多い。 

食物不耐症 例)乳糖不耐症：乳糖が消化できない体質のため、牛乳を飲むと

下痢をする。 

薬理活性物質 

(仮性アレルゲン) 

例)サバのような傷みやすい魚の場合は、鮮度の低下により魚肉

中にヒスタミンが産生されアレルギーと似た症状を起こす。一

部の野菜や果物にも含まれている。 

 食物アレルギーと間違えやすい疾患にはどのようなものが 

ありますか？ 

免疫が過敏に働いてしまうアレルギー 
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２ 食物アレルギーのタイプ

とは 

 
年齢によって起こりやすい特徴的なタイプがあります。 

◆即時型 

原因食物を食べて 2 時間以内に症状が出現するタイプです。食物に対して

作られた IgE 抗体が主たる原因と考えられています。  

 また、即時型の特殊なタイプとして、これまで食べられていた食品でアレ

ルギーを起こす次の２つのタイプがあります。 

○口腔アレルギー症候群 

花粉アレルゲンに対する IgE 抗体が、果物や野菜アレルゲンに反応するた 

めに起こる即時型アレルギーです。その人にとって果物・野菜の新たなアレ

ルゲンとなったたんぱく質を含む食品を生に近い状態で食べた時に、口やの

どがピリピリしたり、耳の奥の方がかゆくなったり痛くなったりするなどの

過敏症状が起こるようになります。大量に食べると全身に症状が出てしまう

こともあります。 

○食物依存性運動誘発アナフィラキシー(⇒P.17) 

食べただけでは症状は起こさず、食後に運動が加わることによってアナフ 

ィラキシーが起こるタイプです。アレルゲンには小麦や甲殻類が多く、学校

で初めて症状を経験することも少なくありません。 
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【表１】 

臓器 症状 

皮膚の症状 かゆみ、じんま疹、赤み 

目の症状 結膜の充血、かゆみ、まぶたの腫れ 

口やのどの症状 口・のどの中の違和感、イガイガ感、唇・舌の腫れ 

鼻の症状 くしゃみ、鼻水、鼻づまり 

★呼吸器の症状 
声がかすれる、犬が吠えるような咳、のどがしめ付けられる感じ、

咳、息が苦しい、ゼーゼー・ヒューヒューする、低酸素血症 

★消化器の症状 腹痛、吐き気、嘔吐、下痢 

★循環器の症状 
脈が速い(頻脈)、脈が触れにくい・脈が不規則、手足が冷たい、 

唇や爪が青白い(チアノーゼ)、血圧低下 

★神経の症状 
元気がない、ぐったり、意識がない、意識もうろう、不機嫌、 

尿や便をもらす(失禁) 

 

 

 

 

 

即時型食物アレルギーの症状にはどのようなものがありますか？ 

 即時型食物アレルギーでは、原因となる食物を摂取して２時間以内に症

状が現れます。体の様々な部位に、【表１】のような多彩な症状がみられ

ます。これらの中でも特に注意すべき症状は、★印のついた「呼吸器の症

状」「消化器の症状」「循環器の症状」「神経の症状」です。これらの症状

が見られた場合、迅速な対応(エピペン )の使用や救急車要請・搬送など)

が必要になることがあります。 

  

即時型食物アレルギーの症状 
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即時型食物アレルギーの特に注意すべき症状のなかでも「緊急性が高い症

状」は、次のとおりです。より早期に対応するため、「緊急性が高い症状」の

うち１つでもみられる場合は、エピペン を使用します。(⇒P.41・P.43・P.48

～50) 

  全身の症状 

(神経・循環器の症状) 

呼吸器の症状   消化器の症状 

 ぐったり 

 意識もうろう 

 尿や便を漏らす 

 脈が触れにくい・不規則 

 唇や爪が青白い 

のどがしめ付けられる感じ 

声がかすれる 

犬が吠えるような咳 

息が苦しい 

持続する強い咳き込み 

ゼーゼーする呼吸 

持続する(がまんで

きない)腹痛 

繰り返す嘔吐 

 

 

「緊急性が高い症状」の中でも、一つの臓器にとどまらず、皮膚、呼吸器、 

消化器、循環器、神経などの複数の臓器に重篤な症状が現れる場合を「アナフ

ィラキシー」と呼びます。アナフィラキシーは急速に進行することがあり、迅

速かつ適切な対応が必要になります。 

 

 

アナフィラキシーにおいて、ショック症状(血圧の低下やそれに伴う意識障害 

などの症状)を伴う場合「アナフィラキシーショック」と呼び、迅速かつ適切な

対応を行わないと、生命をおびやかす可能性のある最も危険な状態です。 

 

 

    

即時型食物アレルギーの関係性 

アナフィラキシーショックが

最も緊急性が高いよ！ 

緊急性が高い症状 

アナフィラキシー 

アナフィラキシーショック 
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食物アレルギーの診断は、アレルギー症状を引き起こす疑わしい食物を摂取

後に症状誘発が確認され、さらにその食物に対する IgE 抗体検査等が陽性であ

ることが証明されて、確定といえます。「管理指導表」(P.59)に記載される「診

断の根拠」は、次の３項目から選択されます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

なぜ食物アレルギーの検査が必要なのですか？ 

学校、園における食物アレルギー対応は、医師の診断による「学校

生活管理指導表(アレルギー疾患用)」(P.59)の提出が必要です。そのた

めに、食物アレルギーの検査と診断が重要です。 

ただし、食物アレルギーの検査を実施するかどうかについては、主

治医の指示に従います。 

 

 

① 明らかな症状の既往 

アレルギー症状を引き起こす疑わしい食物の摂取により、明らかなア 

レルギー症状の既往があること。 

② 食物経口負荷試験陽性 

 医療機関内で試験的にアレルギー症状を引き起こす疑わしい食物を摂

取して、アレルギー症状の出現を確認する検査。どれだけの摂取量(閾値

量)で、どの程度危険な症状が誘発されるかといったアレルギーの重症度

も含めて確認できる。 

③ IgE 抗体等検査結果が陽性 

 血液中に存在するアレルゲンに対する IgE 抗体の量を測定する検査。

数値が高いことは、IgE 抗体が多く存在することを意味するが、IgE 抗体

陽性者が必ず症状を引き起こすとは限らず、逆に IgE 抗体が陰性でも経

口負荷試験で誘発症状が確認されている場合(②のみ)もある。 

 

３ 食物アレルギーの検査と診断 
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第２章  学校・園における対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 食物アレルギー対応の基本的な考え方 

２ 食物アレルギー対応のための基本的な流れ 

３ 教職員の役割 

４ 児童生徒等への指導 

５ 学校生活(学校給食以外)における留意点 

６ 校内研修 

アレルギー対応の基本

的な考え方を、みんなが理

解したり、各自が職種ごと

の役割について知ったり

することが大切だよ。 

食物アレルギー対応

について、学校や幼稚

園ではどんなことをし

ないといけないの？ 
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第２章 １ 食物アレルギー対応の基本的な考え方 

 

食物アレルギーを有する児童生徒等を含めたすべての児童生徒

等が、学校、園生活を安全・安心に過ごせるよう、次の３点を食物

アレルギー対応の基本的な考え方とし、教育委員会は学校、園に対

して指導・支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学校、園における食物アレルギー対応は、食物アレルギー対応委員

会を設置し、組織的に行う。 

２ 緊急時の体制づくり、研修及び医療・消防機関との連携を図る。 

３ 教職員、児童生徒等及び保護者に対し、食物アレルギーに関する知

識の普及・啓発を図る。 

１ 学校、園での 
組織的な対応 

  Ｐ.9～10   

３  食物アレルギーに
関する知識の普及・啓発 
 Ｐ.1～6・P.19 

２ 緊急時の体制づくり、

研修、関係機関との連携 

Ｐ.12～15・P.51～54 

食物アレルギーを有する

児童生徒等を含めたすべ

ての児童生徒等が、学校、

園生活を安全・安心に過

ごすために 

食物アレルギー 

対応委員会 

研修体制 緊急時対応 
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第2章   ２ 食物アレルギー対応のための基本的な流れ 

 

学校、園における食物アレルギー対応は、食物アレルギー対応委員会を設置し、

組織的に行います。 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 委員構成 

  学校長及び園長が委員長となり、学校給食に関連する職種（教頭、学級担

任、保健主事、養護教諭、給食担当者、栄養教諭・学校栄養補助員、調理員

等）から委員を選出し、年度ごとに決定します。 

2 基本方針の決定 

  津市の基本方針(Ｐ.21)に沿って、各学校、園での学校給食における食物 

アレルギー対応の基本方針を決定します。 

３ 面談における確認事項 

  面談の対象者(保護者)や保護者との面談の参加者、確認事項等、具体的な 

内容を決定します。 

また、【個別の取組プラン案(様式４)】(Ｐ.71)作成担当者を決定します。 

４ 面談 

保護者との面談において該当する委員が出席し、【面談記録票(様式３)】 

(Ｐ.69)に基づいて必要な対応を検討します。 

５ 対応の決定と周知 

  【面談記録表(様式３)】(Ｐ.69)を基に【個別の取組プラン案(様式４)】 

(Ｐ.71)を作成し、該当年度の対応を検討・決定します。 

その後、決定した【個別の取組プラン案(様式４)】(Ｐ.71)を、保護者に提示

するとともに、全教職員に周知します。 

６ 事故等の情報共有と改善策の検討 

事故及びヒヤリハット事例等が発生した場合には、ただちに食物アレルギ 

ー対応委員会に報告し、対応委員会内で情報を共有し、改善策を検証します。

学校長及び園長は、速やかに教育委員会へ必要な報告をし、事例及びその改善

策を全教職員及び学校給食センター等で情報共有します。 

７ 年間計画 

  学校、園行事等を踏まえ、食物アレルギー対応委員会におけるその他の検 

討・確認事項（緊急時対応研修等）をまとめ、年間計画を作成します。(時 

期、回数、実施内容等) 

 

 

 

１ 食物アレルギー対応委員会の設置 
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食物アレルギー対応委員会では、具体的に、次のようなことを協議します。 

【例】○ 「個別の取組プラン案(様式４)」(Ｐ.71)を検討・決定 

緊     ○ 食物アレルギー対応の環境整備(掲示物や人員配置等)  

○ 緊急時の体制整備 

○ 食物アレルギー対応研修計画 

○ 事故及びヒヤリハット事例の収集・対応策検討をし、教育委員会へ報告  

○ 食物アレルギー対応の評価と見直し 

○ 保護者や教職員からの食物アレルギー対応についての相談 等 

 

  

 食物アレルギー対応委員会では、どのようなことを協議しますか？ 

 給食の誤配・誤食防止のために、食物アレルギー対応委員会では、

どのような手立てが考えられますか？ 

給食室等から、該当児童生徒等に対応食が確実に届くようにするため、給食時

及び緊急時の危機管理体制を整えます。 

関係教職員が各自の役割を認識し、対応食の渡し方や当日の対応内容の確認の

方法、配膳時のダブルチェック体制、弁当持参の場合の管理方法、各児童生徒等

のエピペン の保管場所等について、食物アレルギー対応委員会で検討し、決定

します。 

 なぜ、食物アレルギー対応委員会が必要ですか？ 

学校、園での食物アレルギー対応は、全教職員が共通理解のもと、組織的に

行う必要があります。食物アレルギー対応委員会では、食物アレルギーのある

児童生徒等の情報を集約し様々な対応を協議、決定します。また、校内の危機

管理体制を構築し、各関係機関との連携や校内外の研修を行います。 

学校、園におけるヒヤリハット事例は、調理場だけでなく、教室でも起きて

います。すべての児童生徒等が安全に給食時間を過ごすためには、全教職員が

情報共有し、事故防止のための手立てを工夫することが重要です。そのため

に、食物アレルギー対応委員会を設置し、学校、園全体で対応方針を決めてお

く必要があります。 
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食物アレルギー対応委員会で、【管理指導表】(Ｐ.59)が提出された児童生徒等に対し

てどのような配慮が必要かを検討し、保護者と関係教職員で情報共有できるよう、【個

別の取組プラン(様式４)】(Ｐ.71)を作成します。 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 保護者（児童生徒等）との面談 

   該当する委員が面談に出席し、【面談記録票（様式３）】(Ｐ.69)に基づいて、状況や要望

を聞き取ります。 

 

１ 対象児童生徒等の把握【入園・入学時、転入時、進級時】    

【食物アレルギーに関する調査票（様式１）】(Ｐ.64)【保健調査票】等によって把握します。 

２ 【管理指導表】の配付 

  食物アレルギーを有する児童生徒等のうち、特に学校、園での配慮や管理が必要となる者

に対し、必要な項目にチェックをしてから、【管理指導表】(Ｐ.59)を保護者に配付します。 

 

４ 対応食の提供内容・方法の検討 

関係教職員で、「給食室において安全に行うことができる対応」(⇒P.33)を考慮したうえ

で、対応食の提供内容・方法を検討します。給食当番活動等、学校、園生活での配慮事項も

検討します。 

５ 個別の取組プランの決定 

  食物アレルギー対応委員会で決定した担当者が、【面談記録票（様式３）】(Ｐ.69)を基 

に【個別の取組プラン案（様式４）】(Ｐ.71)を作成します。その後、保護者に対応内容を 

説明し、了解を得ます。  

６ 教職員・関係機関との共通理解 

全教職員、関係機関に【個別の取組プラン案（様式４）】(Ｐ.71)を周知徹底します。 

個別の取組プラン決定の手順 

２ 個別の取組プランの作成 

 

対応開始時、①～④を提出します。 

 ①【食物アレルギーに関する調査票（様式１）】(Ｐ.64) 

 ②【管理指導表】(Ｐ.59) 

 ③【食物アレルギー疾患に関する対応申請書（様式５）】(Ｐ.72) 

 ④【アドレナリン自己注射薬（エピペン®）等対応票（様式２）】(Ｐ.66)＊保持者のみ 

診断内容が変更・解除になった時 

 ①【食物アレルギー疾患に関する対応申請書（様式５）】(Ｐ.72)の提出 

②【管理指導表】(Ｐ.59)に医師が変更内容を記載、保護者から提出 

 

 

②と③と④は 

毎年更新 
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第２章 ３ 教職員の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なぜ、役割分担が必要なのですか？ 

学校、園における食物アレルギー対応は組織(食物アレルギー対応委員

会)で検討され、学校、園全体で取り組む必要があります。 

そのためには、安全な給食提供、事故防止、緊急時の対応等につい

て、一人一人が、それぞれの職種に応じた役割をしっかりと理解し、責

任を果たさなければなりません。 

各自の役割は、学校、園の状況に応じて、食物アレルギー対応委員会

で検討し、決定します。 

安全な給食提供、事故防止のため、全教職員が自分の役割を理解することが大切です。 

◇津市の基本方針(Ｐ.21)が、全教職員に周知され、その内容が理解されていますか？ 

◇日々の食物アレルギー対応が、養護教諭、栄養教諭・学校栄養補助員、調理員まかせ

になっていませんか？ 

◇教室での対応について、担任は学校、園で決められたルールに沿った対応ができてい

ますか？ 

◇緊急時対応における役割分担が明確になされ、一人一人が適切に対応できますか？ 

◇食物アレルギー対応が必要な児童生徒等の出欠状況の連絡等、当日に必要な情報が、

確実に関係教職員と共有されていますか？ 

 POINT 
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○食物アレルギー対応委員会を設置して、津市の基本方針(Ｐ.21)の主旨を理解し、

その内容を教職員に周知する。 

○食物アレルギーに関する校内研修を、毎年定期的・計画的に行う。 

○関係教職員と協議し、対応を決定する。 

○保護者と面談した際、学校、園としての基本的な考え方を説明する。 

○配膳前に除去食等の確認をする。 

○緊急時(アナフィラキシー発症時)、対応のリーダーとなる。 

○調理場で発生した事故やヒヤリハット事例を、教育委員会へ速やかに報告する。 

 

学校長・園長・教頭 

教職員の役割例 

保健主事・給食担当 

○食物アレルギー対応委員会を開催する。 

○食物アレルギーを有する児童生徒等の実態を把握し、全教職員間で連携を図る。 

◎献立表及び【対応食確認書兼依頼書(様式６)】(Ｐ.73)を保護者に配付し、対応食の

内容を確認する。 

◎給食室から教室までの誤配膳防止策を作成し、関係する教職員へ周知する。 

◎配膳前に除去食等の確認をする。 

◎対応内容が明らかになるように、表示等を作成して複数で確認できるようにする。 

【◎栄養教諭・学校栄養補助員が配置されていない学校】 

 

 学級担任 

 
○食物アレルギーを有する児童生徒等のアレルギー状況と対応方法について把握す

る。 

○食物アレルギー対応委員会で決められたメンバーと個別面談を一緒に行う。 

○給食時間は、マニュアルや決められたルールに従い、誤食を予防する。 

・給食時の座席配置や、給食当番などについて、配慮する。 

・より安全な配膳方法について学級全体に指導し、配膳状況を確認する。 

(食べる前に必ず確認する。) 

○学校、園での状況(給食時の様子や症状誘発の有無等)を保護者に伝える。 

○給食以外の教育活動で使用する教材や、学校、園行事における安全性に配慮する。 

○他の児童生徒等が、食物アレルギーについて正しく理解できるように指導する。 
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養護教諭 

○【面談記録票(様式３)】(Ｐ.69)を基に、【個別の取組プラン(様式４)】(Ｐ.71)を作成

する。 

○食物アレルギー対応委員会で決められたメンバーと個別面談を一緒に行う。 

○安全な給食の管理運営を行う。 

・食物アレルギー対応を考慮した献立作成を行う。 

・調理員と、【対応食調理指示書(様式P.76)】や作業工程表(P.77)、作業動線図

(P.78)を確認するなど、調理作業に関する打ち合わせを行う。 

・衛生管理に配慮し、微量混入(コンタミネーション)防止策を講じる。 

○マニュアルや【個別の取組プラン(様式４)】(Ｐ.71)等に基づき、具体的な調理・配膳

作業等を管理する。 

・給食室から教室までの誤配膳防止策を作成し、関係する教職員へ周知する。 

・配膳前に除去食等の確認をする。 

○献立表及び【対応食確認書兼依頼書(様式６)】(Ｐ.73)を保護者に配付し、対応食の内

容を確認する。(勤務校) 

○対応食について、調理員や関係職員と連携し、情報を周知する。 

○対応内容が明らかになるように、表示等を作成して複数で確認できるようにする。 

○勤務校、担当校で、食物アレルギーに関する相談や、保護者を対象とした個別相談を

行う。 

栄養教諭・学校栄養補助員 

○【面談記録票(様式３)】(Ｐ.69)を基に、【個別の取組プラン(様式４)】(Ｐ.71)を

作成する。 

○食物アレルギー対応委員会で決められたメンバーと個別面談を一緒に行う。 

○対応が必要な児童生徒等の一覧表を作成する。 

○緊急時に使う薬の種類やその取り扱い、保管場所を確認し、把握しておく。 

○学校、園での食物アレルギー症状の様子を保護者に伝え、必要であれば受診を促

すなどの指導を行う。 

○必要に応じて、主治医や学校、園医、医療機関と連携を図り、食物アレルギーの

診断に関する正確な情報把握や対応方法について確認する。 

○エピペン の管理と使用を含めて、緊急時対応に関する知識と理解を深める。 

○全教職員が食物アレルギーに関する知識や理解を深めるための、校内研修を行

う。 

○食物アレルギーを有する児童生徒等に関する情報を全教職員に周知する。 
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＜学校給食センター＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○食物アレルギーを有する児童生徒等の実態を理解し、対応の内容を確認

する。 

○給食献立に使用する原材料について、適切な検収と保管を行う。 

○栄養教諭・学校栄養補助員の【対応食調理指示書(様式 8)】(P.76 やマニ

ュアルをもとに、作業工程表(Ｐ.77)・作業動線図(Ｐ.78)を作成し、微量

混入(コンタミネーション)や誤調理がないように調理する。 

○学校名、園名、学年、組、児童生徒等名、献立名と対応内容を記載した

カード等をつけて誤配を防ぐ工夫をする。 

調理員 

学校給食センター長 

○調理場における食物アレルギー対応の責任者として、津市の基本方針 

(Ｐ.21)を理解し、調理場職員に指導する。 

○【個別の取組プラン(様式４)】(Ｐ.71)に基づいた食物アレルギー対応を実

施できるようにする。 

○配送、配膳時には誤配しないように受配校、園と連携して行う。 

○調理場で発生した事故やヒヤリハット事例を、教育委員会へ速やかに報告

する。 

○食物アレルギーを有する児童生徒等のアレルギー状況と対応方法について 

情報を共有する。 

○緊急時の対応について共通理解を図る。 

○学級担任が不在の時、サポートに入る教職員は、担任同様にアレルギー対

応の内容等を把握し、適切に対応できるようにする。 

教職員 
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第２章  ４ 児童生徒等への指導          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

いつ、どうやって指導するの？ 

学級活動や総合的な学習の時間、家庭科、保健 などの時間だよ。 

参考となる教材（動画やクイズ等）を紹介するよ。 

『Everybody HEROES PROJECT 食物アレルギー授業支援プログ

ラム』 

http://www.epipen.jp/reader/heroes/  

食物アレルギーのある児童生徒等に、自ら対応する力を育てることは、原則と

して家庭で行われるべきと言えます。学校、園では、保護者と連携してそれを支

援するために、学級活動全体を通して次のような指導を行います。 

・自分にとって安全な食品と、そうでない食品の見分け方 

・アレルゲン表示の読み方 

・アレルギー症状を起こす食品が出されたときの対応の仕方 

・自分にアレルギーがあることを周りの人に伝えること 

１ 個別指導 

 

２ 学級指導 

 

他の児童生徒等が食物アレルギーに関する知識と理解を深め、該当児童生徒等

に共感する気持ちを育てるよう、学級活動等を通して次のようなことがらを指導

します。 

・食物アレルギーは偏食ではなく、特定の食品を摂取すると、体に危険な症状 

が出る病気であること 

・食べものに触っただけでも、症状が現れる場合があること 

・食べものに注意をしていれば、他には問題なく元気に過ごせること 

・他の人にうつる病気ではないこと 

・大人になるまでに治る可能性があり、新しい治療法も進歩していること 

http://www.epipen.jp/reader/heroes/
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第２章  ５ 学校生活(学校給食以外)における留意点          

 

 

食物を扱う活動等について、【個別の取組プラン（様式４）】(Ｐ.71)に基づ

き監督者が確認します。※学級担任だけでなく、専科等の担当とも、情報を共

有します。（児童生徒等名、アレルゲン等） 

⑴ 食物を扱う授業、活動 

 家庭科、生活科、総合的な学習、特別活動(クラブ活動)等 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

⑵ 体育、部活動等運動を伴う活動 

  食物依存性運動誘発アナフィラキシーを発症する児童生徒等については、

主治医の指示に従い、原因食品を含む食品の摂取や、摂取後の運動に十分配

慮します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食物依存性運動誘発アナフィラキシーとは？ 

多くの場合、原因となる食物を摂取して 2 時間以内に一定量の運動

（昼休み遊び、体育や部活動など患者によってさまざま）をすることに

よりアナフィラキシー症状を起こします。原因食物としては小麦、甲殻

類が多く、このような症状を経験する頻度は中学生で 6000 人に 1 人程

度とまれです。しかし、発症した場合には、じんましんからはじまり、

高頻度で呼吸困難やショック症状のような重篤な症状に至るので注意が

必要です。原因食物の摂取と運動の組み合わせで発症するため、食べた

だけ、運動しただけでは症状は起きません。何度も同じ症状を繰り返し

ながら、この疾患であると診断されていない例もみられます。 

１ 校内における教育活動 

 

食物を扱う学習活動を行う場合は、事前に食物アレルギーのある児

童生徒等に影響がないかどうかについて確認します。特に調理実習等

では、使用する食材や加工食品、調味料について、保護者に伝え、使

用可能かどうかを確かめます。実際の指導においては、本人が安全に

参加できることを最優先とします。アレルゲンとの接触がどうしても

避けられない時は、できる限り安全な参加方法を保護者と話し合って

決定します。 

（例）アレルゲンを含まないメニューを担当させる。 

学級全体が食物アレルギーを理解し、他人を思いやる気持ちを育て

る機会としていくことが望ましいです。 
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 ※食物アレルギーと診断されていない児童生徒等が、給食後（５限目の体育

等）に初発で食物依存性運動誘発アナフィラキシーを発症する事例もあります。

その際は、救急対応（AED や救急車要請）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

２ 校外学習・宿泊を伴う行事 

 

食物アレルギーのある児童生徒等が、他の児童生徒等と同様の校外

学習ができるように、活動内容や食事内容等を検討します。また、体

験活動の内容を保護者に伝え、具体的な対応と配慮事項について、確

認します。 

宿泊施設や昼食場所での食事については、宿泊業者から献立表を取

り寄せるなどして、保護者に原因食品を含む食品に関する情報提供を

行います。その際には、加工食品や調味料等にも注意し、必要に応じ

て別の献立を発注することも考えます。 

緊急時に備えて、緊急連絡体制、搬送先の医療機関なども確認して

おきます。 

＜考えられる対応例＞ 

① 遠足 

・弁当や菓子類は、友達同士で交換をしない。 

 ② 修学旅行 

・事前健康調査、【個別の取組プラン(様式４)】から食物アレルギーのあ

る児童生徒等を把握する。 

・旅行業者を通して、昼食の提供業者や宿泊施設での食事内容や、提供可

能なアレルギー対応献立などを確認し、検討する。 

・現地の医療機関へ連絡し、緊急時の対応について協力を要請しておく。 

③ その他 

  社会見学・キャンプ・お楽しみ会・部活動の合宿・親子料理教室等にお

ける配慮 
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第２章 ６ 校内研修 

 

 全教職員が食物アレルギーやアナフィラキシーの正しい知識をもち、エピペン○Rを正し

く扱えるように実践的な研修を定期的に実施します。 

 4月初めの職員会議で、食物アレルギーに関する校内体制を教職員に提案し、研修実施

の日程を調整します。エピペン○R使用の研修は、エピペン○Rを持参する児童生徒等がいる

場合、全ての教職員が直ちに行っておくべきですが、アナフィラキシー対応の演習（ロー

ルプレイ）は、例えば6月の水泳指導前に、救急法の研修などと併せて行うのもよいで

しょう。 

なお研修を行うにあたっては、（公財）日本学校保健会が作成した「学校におけるアレ

ルギー疾患対応資料」などを活用することが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】ＤＶＤ（公財）日本学校保健会「学校におけるアレルギー疾患対応資料」 

※平成２７年４月にＤＶＤとエピペン 1本を各校に配付しています。 

http://www.gakkohoken.jp/（ポータルサイト「学校保健」内）でもご覧になれます。 

 

 

 

「学校におけるアレルギー疾患対応資料」内の研修資料と映像資料 

≪研修の実施準備における役割分担（例）≫ 

研修計画作成、提案                   研修主任、保健主事、養護教諭、栄養教諭 

【個別の取組プラン（様式4）】(P.71)     養護教諭 

アナフィラキシー対応演習（ロールプレイ）のシナリオ作成   保健主事、養護教諭、栄養教諭 

首にかける配役カード、電話機      保健主事 

アナフィラキシー対応に関するDVD、PC、練習用エピペン○R、症状チェックシート(P.46) 養護教諭 

AED         体育主任 
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第３章  学校給食における対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学校給食における食物アレルギー対応の基本方針 

２ 対応食提供までの流れ 

３ 献立作成と検討 

４ 給食室等における対応 

５ 教室での対応 

６ ヒヤリハット事例 

食物アレルギーのある

子どもたちに、安全に給食

を提供できるよう、対応の

方法等を統一するよ。 
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第３章１学校給食における食物アレルギー対応の基本方針 

学校給食における食物アレルギー対応の基本として、次の５点

を津市の基本方針として、教育委員会は学校、園及び学校給食セ

ンターに対して指導、支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 食物アレルギーを有する児童生徒等にも学校給食を提供する。 

そのためにも、安全性を最優先とする。 

２ 学校給食において、食物アレルギー対応を行う場合は、医師の診

断による「学校生活管理指導表」の提出を必須とする。※１ 

３ 食物アレルギー対応委員会により組織的に行う。 

４ 安全性確保のため、原因食物の完全除去対応(提供するかしない

か)を原則とする。※2      

５ 学校、園及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な(過度に複

雑な)対応は行わない。 

 ※１ 「管理指導表」に記載されていない内容の対応は行わない。 

 ※２ ただし、対応基準は食物アレルギー対応委員会で検討する。 

１ 食物アレルギーを有する児童生徒等にも学校給食を提供する。 
そのためにも、安全性を最優先とする。 

なぜ、「安全性を最優先」するのですか？ 

これまで、各施設での給食対応は、施設設備、人員、アレルギー児童生

徒等の状況等によって、対応内容が多様で、対応の方法、どこまで対応す

るかも異なっていました。 

津市の基本方針に基づき、各施設のルールを決定して、食物アレルギー

のある児童生徒等も安心して給食を食べることができるように、安全性を

第一に考えた給食を提供します。 

津市の基本方針 
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【例】          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校給食における食物アレルギー対応には、詳細な献立表配付、無配膳

対応、除去食対応、代替食対応及び一部弁当、完全弁当などがあります。 

また、食物アレルギー対応は、医師の診断に基づき学校、園での配慮や

取組を決定します。保護者の自己申告や幼少期の診断結果のみでは、過剰

な食物除去の原因になること等が考えられるため、医療機関を受診のう

え、【管理指導表】の提出を依頼してください。 

 「学校給食において食物アレルギー対応を行う場合」とは、ど

のようなことですか？また、保護者が【管理指導表】を提出して

いないにもかかわらず、食物アレルギー対応を求められた場合は

どうすればよいですか？ 

⇒Ｐ.29～30 

２ 学校給食において食物アレルギー対応を行う場合は、医師の診断による
「学校生活管理指導表」の提出を必須とする。 

無配膳対応 一部弁当 代替食対応 一般の給食 

【管理指導表】に記載されていない内容についての対応は行いません。 

再度受診し、医師の診断に基づいた結果を、医師が【管理指導表】に記

載してもらうよう保護者に依頼するか、記載内容どおりの対応をしてくだ

さい。 

【管理指導表】に記載されていませんが、面談で保護者が希

望する内容の対応を学校で行ってもよいでしょうか？ 

家庭より別の

おかずを持参 

代わりのおかずを

提供 
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学校長及び園長が、関係教職員の役割については検討のうえ、決定しま

す。また、食物アレルギー対応委員会の運営は、主に保健主事、給食担当

者等が行います。 

食物アレルギー対応委員会は、誰が主に運営するのですか？ 

３ 食物アレルギー対応委員会により組織的に行う。  

食物アレルギーのなかった人が、ある日突然、食物依存性運動誘発ア

ナフィラキシー(⇒P.3・P.17)を発症することがあります。 

学校長及び園長は、食物アレルギー対応委員会を設置し、津市の基本

方針(P.２１)を教職員に指導したり、各教職員の役割を明確にしたりしま

す。食物アレルギー対応委員会は、緊急時の対応や、対応内容の決定を

行うなど、重要な組織になりますので、現在、対応の必要な児童生徒等

がいなくても、設置します。 

現在、食物アレルギーを有する児童が在籍せず、給食での対応

を行っていないため、食物アレルギー対応委員会が組織されてい

ません。 

食物アレルギー対応委員会は設置しなければなりませんか？ 
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４ 安全性確保のため、原因食物の完全除去対応(提供するかしないか)を

原則とする。 

「原因食物の完全除去」とは、どのようなことですか？ 

安全性を第一に考えるため、従来の多段階の除去食提供を行いません。

従って、原因食品の量の多少にかかわらず、原因食品を含む食品や料理

を、提供するかしないかの「二者択一」の対応が原則になります。ただ

し、対応の基準は、各学校、園が食物アレルギー対応委員会で検討し、

学校長及び園長が決定します。 

また、「二者択一」とは、乳アレルギーを例にすると、以下のようにな

ります。 

 

＜乳アレルギーの例＞                      

従来の多段階対応では、①完全除去、②少量可、③加工食品可、④牛乳

を利用した料理可、⑤飲用牛乳のみ停止など様々なレベルがありました。

これに個々に対応すると、業務は複雑・煩雑となり、事故の原因ともなり

ます。このため、二者択一、つまり完全除去か、他の児童生徒等と同じよ

うにすべての牛乳・乳製品を提供する、どちらかで対応します。 

ただし、飲用牛乳のみ停止は、主治医が指示し、「管理指導表」にその

旨が記載されていることを条件に、対応可能とします。 

「二者択一」だと、
これまで食べられて
いた料理を、子どもた
ちが食べられなくな
る心配はないの？  

食物アレルギー対応
全体の安全性向上のた
めに必要であることを、
保護者に説明し、理解し
てもらおう。 
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 代替食を提供する場合は、どのように提供したらよいですか？ 

代替食は、除去食よりもきめ細やかな対応が必要になるため、安全性

が確保できない時は、除去食対応にします。 

代替食の場合、対応献立は、できる限り最小限に集約して調理するよ

うにし、原因食物ごとに別々の献立や調理方法は行いません。 

【例：白身魚のピザ焼き】ホキ、チーズ(アレルゲン：魚、乳)使用 

２種類の代替食を提供するのではなく、ホキとチーズを抜いたもの

に、鶏肉を使用した１種類の代替食を提供します。 

対応内容の検討の際は、調理員が無理なく対応できるかを聞き取り、

安全性を第一に考えます。 

 

 

無理な(過度に複雑な)対応とは、どのようなことですか？ 

５ 学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な(過度に複雑な)対応は
行わない。 

一つの料理に含まれる複数の原因食品に対して、原因食品ごとに対応

食を調理したり、量による多段階対応を行ったりすることです。これら

の対応は、対応食の種類が複数になるため対応が複雑になったり、調理

作業が煩雑になったりして、誤食事故につながりやすいと考えられます。 

また、代替食を提供している施設において、調理場や人的配置の状況

を考慮したとき、安全に調理ができないと思われるときは、対応を見直

し、弁当対応も考慮します。 

 

 ＜弁当対応の際のポイント＞ 

弁当対応を行う場合、保護者や児童生徒等に調理場や人的配置の状況を

考慮し、安全性を考えてこのような対応であることを説明し、了解を得て

おくことが大切です。 

献立作成時には、なるべく一つの料理に原因食品を複数使用しないよう

に考慮します。 
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第３章 ２ 対応食提供までの流れ 

 

 

安全な給食提供のためには、①献立・調理計画の作成、②食材の調達から

調理までの管理、③配膳から喫食及び後片付け等の各ステージにおける配  

慮が必要です。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全な給食を提供するためのポイントは？ 

① 基本となる献立と食材及び調理手順を見直して、安全な食物アレルギー対応

を行います。 

② 使用する食材(特に加工食品や調味料)に原因食品が含まれているか把握して、

取り違えや微量混入(コンタミネーション)を起こさない調理工程を工夫します。 

③ 対応食が該当する児童生徒等に間違いなく配膳されるよう、給食当番も含め

た指導方針(ルール)について、学校、園全体で体制づくりを行います。 

学校、園で誤配や誤食を防ぐために、どのようなルールを決めたら

よいでしょうか？ 

 

学校、園でのルール(例) 

・ 当日対応の必要な児童生徒等が欠席した場合の給食室への連絡方法 

・ 当日の対応内容がわかる【対応食確認書兼依頼書(様式６)】(Ｐ.73)の共有方法 

関係教職員で共有するとともに、担任不在時でも教室で確認できるように【対

応食確認書兼依頼書(様式６)】(Ｐ.73)の保管場所等を決めておきます。 

・ 配膳時のダブルチェック体制 

  配膳が正しく整えられたかのチェックは、担任だけでなく必ず複数で行い、

【対応食確認書兼依頼書(様式６)】(Ｐ.73)に記録します。どのタイミングで、誰

がチェックするのかを決めておきます。 

・ 対応食を受け取る場所と時間 

  対応食調理後、ワゴンに載せる、給食室へ取りに来る等、どのように 

本人に届くようにするか、何時までに受け取るのか等を決めておきます。 

・ 弁当持参時の保管場所や管理方法 

   配膳時に本人が必ず食べられるようにする方法を決めておきます。 

 

配膳時のダブルチェッ

ク体制が重要だよ！！ 
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３ 情報共有 

  担当者は、各保護者と各担任に【対応食確認書兼依頼書（様式６）】(Ｐ.71)の写 

しを配付して、各対象者への対応内容が分かるようにします。 

  関係教職員に【対応食調理指示書（様式８）】(Ｐ.76)を配布して、対象者全員へ 

の対応内容がわかるようにします。 

 

  

１ 対応食確認書兼依頼書（様式６）】(Ｐ.73)と献立表（材料名が記載されたもの）を 

保護者に配付 

該当月の給食対応について、保護者が確認できるようにします。 

２ 【対応食調理指示書（様式８）】(Ｐ.76)の作成 

各保護者からの【対応食確認書兼依頼書（様式６）】(Ｐ.73)を担当者が確認し、 

栄養教諭・学校栄養補助員が対象者全員の対応をまとめて作成します。 

 関係教職員が、【対応食確認書兼依頼書（様式６）】(Ｐ.73)、献立表、【対応食 

調理指示書（様式８）】(Ｐ.73)等を確認し、対応内容に間違いがないか、複数で 

確認します。 

４ 給食調理 

対応食の調理をします。「給食室等における対応」(Ｐ.33～34) 

５ 給食配膳・片づけ 

配膳から片づけまでを行います。「教室での対応」(Ｐ.35～36) 

６ 評価と見直し 

食物アレルギー対応委員会において、定期的に対応状況の評価と見直しを行います。 

事故及びヒヤリハット事例等が発生した場合には、対応委員会内で情報を共有のう

え、改善策を検証し、速やかに教育委員会へ必要な報告をします。また、その事故及び

ヒヤリハット事例及びその改善策を、全教職員及び学校給食センター等で情報共有しま

す。 

 対応食の提供までの流れ(例) 

 

給食提供時に共有する書類 

 ①【対応食確認書兼依頼書（様式６）】(Ｐ.73) 保護者・担任・その他関係教職員 

②【対応食調理指示書（様式８）】(Ｐ.76) 管理職・その他関係教職員   
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第３章 ３ 献立作成と検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 １ 献立作成における食物アレルギー対応基本方針 

 

⑴ 安全な給食提供のために、献立表の表記方法や料理名を工夫します。 

 【例】チーズ入りポークビーンズ、おから入りハンバーグ等 

⑵ 特に重篤度の高い原因食物になりやすいピーナッツ(落花生)、ソバ及 

びそれらを原材料とした加工食品は使用しません。 

⑶ 特に発症数の多い原因食物(卵・乳・小麦・えび、かに)については、

次のように提供方法等を工夫します。 

 ・できる限り、一回の給食で複数の料理に同じ原因食物を使用しないよ

うに配慮します。 

・同じ原因食物を使用する日を週単位で検討し、一週間の中にその原因

食品が使用されてない日を作る等を考慮します。 

・加工食品は、添加物として原因食品が使用されていない食品を選定す

る等の対応を考慮します。 

 ２ 安全性の確保を目的とした学校給食提供の考え方 

 

食物アレルギーを有する児童生徒等にも、給食を提供します。給食に

おいては「安全性」確保のため、多段階の除去食対応は行わず、原因食

品の「完全除去対応」を原則とします。よって原因食物が少量でも含ま

れる場合は、過度に複雑な対応はせず、原因食物を除去します。 

症状が改善されてきた児童生徒等については、安全性を考え、保護者

の判断でなく、医師の診断に基づいて検討します。現在使用している【管

理指導表】を保護者に渡し、医師の診断を受けたうえで、学校、園への

提出を求めます。その手順を踏み、家庭でも完全に除去する必要がなく

なった食物について、学校給食での提供が可能になります。 

学校給食において、食物アレルギーの対応は、次のような対応になり 

ます。 
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１ 完全除去食対応 

除去食の調理は１種類の除去食を「提供するか、しないかの二者択一」とし

ます。 

複数の除去食調理を安全に行うために、従来の原因食物別の除去対応では 

なく、除去食の調理は１献立につき１種類の除去食を原則として対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 代替食対応 

代替食は、除去食よりもきめ細やかな対応が必要になるため、施設設備等 

を考慮し、安全性が担保できないときは除去食対応にします。 

代替食の対応献立はできるだけ最小限に集約して調理するようにし、原因 

食品ごとに、別々の献立や調理方法は行いません。代替食の調理は１献立につ

き 1 種類の代替食を原則とし対応します。(⇒Ｐ.25) 

 

３ 一部弁当対応 

  除去食等、給食提供が困難な場合は、その献立に対して弁当対応にします。 

 

４ 完全弁当対応 

以下のような場合、管理指導表による医師の指示を確認し、原則すべて弁当

対応にします。 

（１） 超微量で反応が誘発される可能性がある等の場合 

①  調味料・だし・添加物の除去が必要 

②  加工食品の原材料の欄外表記（注意喚起表示）の表示がある場合につい 

ても除去指示がある 

③  多品目の食物除去が必要 

④  食器や調理器具の共有ができない 

⑤  油の共用ができない 

⑥  その他、上記に類似した学校給食で対応が困難と考えられる状況 

（２）施設の整備状況や人員等の体制が整っていない場合 

 

 

 

 

（例）八宝菜の場合 

【個々に対応した３種類の除去食を提供していた】 

A さん：うずら卵を除去、B さん：いかを除去、C さん：たけのこを除去    

 

            

【完全除去対応】 

A さん、B さん、C さんすべてに 

「うずら卵、いか、たけのこ」を抜いた１種類の除去食を提供 
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原因食物 除去する必要のない調味料・だし・添加物 

鶏卵 卵殻カルシウム 

牛乳 乳糖・乳清焼成カルシウム 

小麦 しょうゆ・酢・みそ 

大豆 大豆油・しょうゆ・みそ 

ゴマ ゴマ油 

魚類 かつおだし・いりこだし・魚醤 

肉類 エキス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称：肉だんご 

原材料：豚肉、ゼラチン、食塩、

さとう、しょうゆ（小麦を含

む）、香辛料（小麦を含む）、酵

母エキス、調味料（アミノ酸、

核酸）  

【小麦の例】 

 このような表示であれば、特に医師の指示

がない限り、基本的に除去する必要はありま

せん。医師の指示がある場合は、原則すべて

弁当対応にします。 

【参考】調味料・だし・添加物についての考え方 

食物アレルギーの原因食物に関連するものであっても症状誘発の原因

となりにくい下記の食品については、完全除去を原則とする学校給食にお

いても、基本的に除去する必要がありません。 

 これらについては対応が必要な児童生徒等は、当該原因食物に対する重

篤なアレルギーがあることを意味するため、安全な給食提供が困難な場合

には、弁当対応にします。 

 

 ３ 食材選定のための委員会との連携 

 

物資選定委員会等、食品選定のための委員会は、献立作成委員会等で

決定した原因食物の使用における方針に基づいて、価格だけでなく原材

料等を考慮に入れ食材の選定及び調達を行います。 

食品の選定での連携を図るとともに、物資選定方針等の見直しにおい

ても、連携がとれるようにしておきます。 
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献立変更は、やむを得ない場合のみとし、児童生徒等、保護者及び関係者全

員が情報を共有できるようにします。 

【検討内容】 

 連絡方法や、保護者や主治医と連絡がとれなかった際の対応等 

【献立変更の可能性】 

自然災害や天候不順等、納品された食品が発注と異なっていた場合等 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

献立変更時の対応方法の決定 

◎共有の方法（例） 

管理職、学級担任、給食担当、養護教諭、調理員等が、栄養教諭、学校栄

養補助員の作成した「対応食確認書兼依頼書」【様式６】(Ｐ.73)を、完全除

去対応を原則とし、なおかつ学校、園、調理場の実態を踏まえた対応になっ

ているかを複数で確認します。  

４ 実施献立の共有 

 

決定した献立は、栄養教諭・学校栄養補助員が【対応食確認書兼依頼 

書(様式６)】(Ｐ.73)を作成し、「アレルギー用献立表」とともに、学校、

園及び調理場の関係者、保護者（及び児童生徒等）と複数で確認し、共有

します。 

共有の方法は、食物アレルギー対応委員会で明確にします。 

５ 問題への対応を報告する体制の整備 

アレルギー事故防止の徹底を図るため、学校、園及び調理場は、学

校、園の管理下における食物アレルギー（疑い含む）のヒヤリハット

事例、及び緊急性が高いアレルギー症状（アナフィラキシー）の発症

事例について、速やかに教育委員会へ報告するとともに、【アレルギー

に関する事例報告書(様式７)】(Ｐ.75)を提出します。(⇒P.52～53・

P.75) 

学校、園及び調理場で起きたすべての事故及びヒヤリハット事例は

食物アレルギー対応委員会に報告し、定期的に施設ごとに対応方法の

評価、検討を行います。 
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第３章 ４ 給食室等における対応 

  

 

１ 情報共有 

食物アレルギー対応を行う児童生徒等の情報を共有し、担当者が一覧表等を調理

場に掲示します。 

２ 対応内容の確認 

調理員は、栄養教諭・学校栄養補助員等と連携し、対応内容について安全に実施

できるかどうかを確認します。必要に応じて、給食提供の可否等を食物アレルギー

対応委員会に提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

1 給食提供のための体制づくり 

 

２ 調理作業 

 

検収 

複数の検収担当者が使用する食材や調味料を確認し、記録します。 

○ 納品された食材が発注した食材であるか、確実に検収します。 

  

調理 

○ 対応食担当者は、他の調理員と異なる色のエプロンを着用して作業し

ます。 

○ 調理員は【対応食調理指示書(様式 8)】(P.76)、作業工程表(P.77)や作

業動線図(P.78)に基づいて作業します。 

※【対応食調理指示書(様式 8)】(P.76)・作業工程表(P.77)・作業動線

図(P.78)は、調理中に確認しやすい場所に掲示して作業します。 

○ ダブルチェック、声出し指差し等での確認を徹底します。 

○ 普通食と同様、温度管理、保存食の採取及び検食を行います。 

手順の確認 

 前日あるいは当日の朝、調理員は【対応食調理指示書(様式 8)】(P.76) 

作業工程表(P.77)や作業動線図(P.78)に基づいて、緊急の変更事項や留意 

点（除去･代替する食品と献立、調理の担当者、取り分けるタイミング、 

調理する場所等）の確認をします。 

※作業工程表(P.77)・作業動線図(P.78)は、普通食と対応食に係る作業が

１枚で確認できるように作成します。 
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ヒヤリハット事例 

★対応食を違うクラスに入れてしまい、他の児童が食べてしまった。 

★対応食を取りに来なかったので教室に確認したところ、普通食が配膳さ 

れていた。 

 

配食 

調理後に原因食物の混入や取り違えが起きないように管理します。 

○ 【対応食調理指示書(様式 8)】(P.76)をもとに誤調理がないか、複

数の調理員等でダブルチェックし、記録します。 

【対応例】 

・ 学年・組・児童生徒等名や対応内容を明記したカード等をつけて誤

配を防ぐ工夫をします。 

・ 対応食は、ふたやラップ等で覆う、トレイの色を変えて用意する等、

誤配、誤食のないようにします。 

       

配送・配膳 

○ 配膳は、複数の人でダブルチェックします。 

  ※１食分を給食室で盛り付ける場合等。 

【学校給食センター】 

○ わかりやすい表示を心がけ、配送先を間違えない工夫をします。 

○ コンテナに入れる際は、複数の調理員等でダブルチェックします。 

○ 受配校、園と連携を密にして、受け取りの確認を誰がするか等を事前

に決めておきます。 

洗浄 

○ 調理器具や食器等にアレルゲンが残存しないよう、洗浄や接触に注意します。 

  

 

学年・組 名前 

配膳しないことを表示 

 

学校名 
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第３章  ５ 教室での対応          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運搬・配膳時 

 

-○ 除去食が間違いなく該当の児童生徒等に届くよう、児童生徒等名や対応方法

を明記した個別カードを添付する等、表示の工夫を行った上で、関係職員が連

携して配膳します。 

○ 該当児童生徒等の配膳については、配膳しない副食(おかず)等を確認した上

で、摂取可能な副食等を他の児童生徒等分より先に行う等、誤配誤食を未然に

防ぐための工夫をします。その上で、学級担任は【対応食確認書兼依頼書(様式

６)】(P.73)等で該当児童生徒等と一緒に配膳状況の確認をします。 ※ダブル

チェック体制を整えます。 

○ 弁当を持参する場合は、安全かつ衛生的に保管され、確実に配膳されるよ

う配慮します。 

給食の時間 

 

○ 学級担任から目が届きやすく、児童生徒等同士の接触が起きにくい座席配置を

工夫します。 

○ 該当児童生徒等には、おかわりが必要ないように最初から多めに盛り付ける

等、給食途中の誤食防止に配慮します。 

○ 該当児童生徒等が原因食品に触れないように、給食当番等における副食を配る

時や、配膳活動に配慮します。 

○ 給食中から給食後の児童生徒等の様子を観察し、症状の早期発見に努めます。 

 

後片付け 

 

○ 該当児童生徒等が原因食品に触れないよう、当番活動の内容や、片付けの場所

や方法等に配慮します。(例：牛乳パックを洗浄する際の手洗いの場所等) 

 

・ 給食中から給食後の児童生徒等の様子を観察し、症状の早期発見に努める。 

 

給食中に、アレルゲンが混入したり、該当児童生徒等にアレ

ルゲンが接触したりしないよう、座席は、両端の列の前方等、

他の子どもたちと接触が起きにくく、担任の目の届きやすい場

所にした方がいいね。 
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　　学級担任 等

　　該当児童生徒等の健康観察を行う。

　　　管理職 等　　　　　　　その他の教職員

↓

　【個別の取組プラン(様式４)】(P.71)に基づき、以下の点を考慮する。
　・　対応食の配膳方法
　・　児童生徒等の座席や配膳・片付けの方法
　・　周りの児童生徒等への周知　等

　アレルギー対応がある日は、該当児童生徒等は、おかわりを禁止とする。

　　該当児童生徒等の１食分が正しく整えられたことを、「いただきます」を
　する前に確認する。
　⇒【対応食確認書兼依頼書(様式６)】(P.73)等に記録する。

⑤　そのほか交流給食などの注意　等

④　給食後の経過観察

①　献立内容の確認

　・　「いただきます」の挨拶をするまでは、対応食や弁当のふたやラップ等
　　を開けず、他の児童生徒等の分と混ざらないようにする。
　・【対応食確認書兼依頼書(様式６)】(P.73)に記録する。

　配膳の確認

     ※対応がある日は、全ての料理（アレルゲンが入っていない料理も含む）の
     おかわりを禁止とする。(配膳器具の使いまわしによる微量混入等を防ぐため)

③　片付けの注意

　【個別の取組プラン(様式４)】(P.71)に基づいて行う。

　当日のアレルギー対応内容を確認する。
　【対応食確認書兼依頼書(様式６)】(P.73)

②　配膳時の注意

　該当児童生徒等の１食分を正しく整える。

　・　アレルゲンを含む食品が該当児童生徒等に配食・配膳されないよう最初に
　　配膳を行う。

↓

↓

担

教室での対応と指導の流れ(例) 
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第３章 ６ ヒヤリハット事例 

 

 

 
       事例１ 

○アレルゲン： 卵(マヨネーズ) 

○献立：サラダ 

○経過  

卵アレルギーがあり、１食用マヨネーズ

を食べない児童が、誤ってマヨネーズをサ

ラダにかけて食べてしまい、アレルギー症

状が出た。担任は、「いただきます。」の前

に、当該児童の給食を確認しなかった。 

○対策  

無配膳対応でも、本人が誤食しないよ

う、食べる前に担任と管理職でダブルチェ

ックをし、確認書等に記録をする。給食当

番の配膳方法をより安全に行う。当該児童

と保護者は、当日の対応内容について、家

庭で確認してくるようにする。 

       事例２ 

○アレルゲン： ごま 

○献立：たたきごぼう 

○経過 

 給食の配膳時に、当該児童が空席にして

いた間に、担任以外の先生がごまの入った

通常食の「たたきごぼう」を、ごまの除去

対応が必要な当該児童にも同じように配っ

た。食べる前に周りの児童と本人が気づき、

口にしなかった。 

○対策 

 朝の打ち合わせ等でその日の対応内容を

全教職員に知らせ、共通理解する。食器に

食札をつけたり、専用容器を用意したりし

て、通常食と区別できるようにする。 

        事例３ 

○アレルゲン：トマト 

○献立：ポークシチュー 

○経過 

 給食時間後、調理員は当該児童が除去食

を取りに来ていないが、欠席なのかと、連

絡した。主幹教諭が担任に確認したとこ

ろ、通常のポークシチューを食べたところ

であった。担任は、当該児童に食べられる

か聞いたところ、食べるといったため、食

べさせた。 

○対策 

 担任は、除去食の内容について、【対応食

依頼書兼確認書(様式６)】で確認する。調

理員がワゴンに「○○さん、対応あり」の

カードを載せる。調理員は、喫食時間にな

っても、取りに来ない場合は、職員室へ連

絡する。 

       事例４ 

○アレルゲン：小麦  

○献立：サケフライ・添キャベツ 

○経過 

 サケフライの代替食を持参しており、担

任は、添えキャベツを最初に当該児童に配

膳したが、給食開始後、残りの余ったキャベ

ツを当該児童に配る際、サケフライに使用

したトングを誤って使用した。児童が食べ

る直前に気づき、担任は食べるのを止めさ

せた。 

○対策 

 食物アレルギー対応がある日は、該当す

る児童にはすべての料理をおかわりさせな

いことにする。 
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第４章 緊急時の対応                

 

 

１ 緊急時対応の流れ 

２ 関係機関との連携 

３ アレルギー事例報告 


































